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京都働き方改革推進支援センター（厚生労働省委託事業）が 

出張相談会（無料）を実施します！  

京都働き方改革推進支援センター（京都市右京区西院東中水町 17 京都府中小企業団体中央

会内）は、労働時間の短縮、非正規社員の待遇改善など働き方の改善に向けて、特に中小企業・

小規模事業者の方々が抱える様々な課題に対応するため、ワンストップ無料相談窓口として開

設しています。このたび、下記の通り「出張相談会」を実施しますので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 

 

当 

雇用環境・均等室 

 監理官   野田 昌代 

 室長補佐  田中 千晴 

    電話   (075) 241－3212 

経済･府政記者クラブ同時資料配付 

京都労働局発表 

平成３０年９月２８日（金） 

午前８時３０分解禁 

 

１ 労働局での出張相談会 

（１）開設日時 平成３０年１０月２日（火）～１２月２０日（木） 

        毎週火曜日・木曜日 午後１時３０分～４時３０分（予約制） 

 （２）場  所 京都労働局（庁舎内相談ブース）京都市中京区両替町通り御池下ル 

                         

 
 

２ 働き方改革関連法（改正法）説明会 

働き方改革関連法（改正法）が平成３０年７月６日に公布されました。 

京都労働局では、改正内容等についての説明会を実施します。 

  日 時 平成３０年１１月１４日（水） 午後 

場 所 ロームシアター京都 メインホール 京都市左京区岡崎最勝寺町１３ 

    ※説明会終了後、京都働き方改革推進支援センター・京都労働局による 

「個別相談会」を実施します 

（相談対応 京都労働局・京都働き方改革推進支援センター） 
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